
 

 

 

 

 

 

障害者の雇用促進・維持等に関する要請について 

 
令和元年度の県内各ハローワークを通じた障害者の就職件数は 1,831 件と，過去最高の水準を維持してお

ります。しかしながら，令和元年 6 月 1 日現在の県内の民間企業における障害者雇用率は 2.11％と法定雇

用率を達成していない状況が続いており，さらに，法定雇用率については，先月開催された労働政策審議会

障害者雇用分科会において，令和 3 年 3月より，2.2％から 2.3%へ引上げとなることが了承されています。 

本県においては，本年 6月末現在，いまだ 4,200 人余りの方がハローワークに登録して仕事を探している

状況です。また，昨年 12 月以降，新型コロナウイルス感染症の影響により，求人数は減少傾向にあり，今

後もこの傾向が続けば，障害者の雇用環境の悪化が懸念されます。 

こうしたことから，障害者の雇用促進とその職業の安定を図り，宮城県内の障害者雇用を更に前進させる

ため，宮城県，仙台市，宮城労働局，独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部が連携し，県

内の経済団体及び事業主に対し，障害者の雇用促進・維持に関する要請を行うものです。 

 

記 

１ 要請日時及び方法 

（１）個別訪問による要請：次の経済団体を訪問し，雇用要請を行う。 

訪問日時 訪問先 訪問者 場所 

9月15日 

14:00 
宮城県商工会議所連合会 

 

宮城労働局職業安定部長 山下 禎博 

仙台市青葉区本町2-16-12 

仙台商工会議所内 

TEL: 022-265-8183 

9月16日 

10:00 
宮城県商工会連合会 宮城県経済商工観光部長 千葉 隆政 

仙台市青葉区上杉1-14-2 

宮城県商工振興センター2階 

TEL: 022-225-8751 

9月16日 

10:20 
宮城県中小企業団体中央会 同上 

仙台市青葉区上杉1-14-2 

宮城県商工振興センター1階 

TEL: 022-222-5560 

9月16日 

14:00 
一般社団法人宮城県経営者協会 宮城労働局職業安定部長 山下 禎博 

仙台市青葉区中央2-9-10 

セントレ東北10階 

TEL: 022-222-4023 

9月16日 

14:40 
宮城県中小企業家同友会 同上 

仙台市宮城野区榴岡1-6-3 

東口鳳口ビル4階 

TEL: 022-355-2771 

 

＜参考＞ 

イ 障害者雇用の一層の促進 

ロ 法定雇用率未達成企業における法定雇用率の早期達成 

ハ 職場定着に向けた取組の推進 

ニ 職場見学及び職場実習の受入 

ホ 障害者に対する差別の禁止・合理的配慮の提供 

 

（２）要請書の送付 

   県内40人以上規模事業所約2,100社に対して，郵送による雇用要請を行う。 

 

 

記 者 発 表 資 料 
令和２年９月１０日 

宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用推進班 
担当 前場，加賀 
TEL 211-2772 
宮城労働局職業安定部職業対策課 
担当 中山 
TEL 299-8062 

報道関係者による取材・写真撮影等は，一般社団法人宮城県経営者協会においてお願いします。 


